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旭川市確認台帳記載証明書及び敷地の接道証明書に係る交付事務実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，建築基準法(昭和 25年法律第 201号。以下「法」という。)第１２条

第８項に規定する台帳に記載されている事項に関する証明及び敷地が法第４２条に規定

する道路（同条第１項第１号に該当する道路を除く。）に接している事項に関する証明事

務に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに 

よる。 

(1) 確認台帳記載証明書 法第１２条第８項に規定する台帳（以下「台帳」という。）

に記載されている事項に関する証明書 

(2) 敷地の接道証明書  特定の敷地が，法第４２条に規定する道路（同条第１項第１号

に該当する道路を除く。）に接している事項に関する証明書 

(3) 建築計画概要書 建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第 40号）第１１条の４

第１項１号に規定する書類  

(4) 処分等概要書 建築基準法施行規則第１１条の４第１項５号に規定する書類

(5) 概要書等 建築計画概要書及び処分等概要書

(6) 物件特定に必要な情報 次に掲げる証明書の区分に応じて，当該区分に掲げるもの

ア 確認台帳記載証明書 建築等の概要が示された確認済証，家屋若しくは土地の登

記事項証明書，地図，地積測量図，閉鎖謄本等の原本又は写し 

イ 敷地の接道証明書 敷地の地積測量図，公図，付近見取図，地図等の原本又は

写し 

２ 前項に記載のない用語の意義は，法，建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号），

建築基準法施行規則，旭川市建築基準法施行条例（昭和 44 年旭川市条例第 45 号）又は

旭川市建築基準法施行細則（平成 13 年旭川市規則第 45 号。以下「施行細則」という。）

の定めるところによる。 

（証明事項） 

第３条 確認台帳記載証明書の証明事項については，次の各号に掲げるもの（記載事項に

変更がある場合は，変更後の記載事項）とする。 

(1) 建築物に関する事項であって，次に掲げるもの

ア 敷地の位置

イ 主要用途

ウ 延べ面積

エ 工事種別

オ 建築物の構造
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カ 建築物の階数 

キ 建築主の住所 

ク 建築主の氏名 

ケ 確認済証及び完了検査済証の番号（処分等概要書に記載されているもの。以下同

じ。） 

コ 確認済証及び完了検査済証交付の年月日（処分等概要書に記載されているもの。

以下同じ。） 

サ その他市長が特に必要と認めた事項 

(2) 建築設備に関する事項であって，次に掲げるもの 

ア 敷地の位置 

イ 種別 

ウ 用途 

エ 積載荷重 

オ 最大定員 

カ 定格速度 

キ その他必要な事項（  号機） 

ク 設置する建築物又は工作物 

ケ  確認済証及び完了検査済証の番号 

コ  確認済証及び完了検査済証交付の年月日 

サ その他市長が特に必要と認めた事項 

(3) 工作物に関する事項であって，次に掲げるもの 

ア 敷地の位置 

イ 種別 

ウ 高さ 

エ 構造 

オ 工作物の名称又は工事名 

カ 確認済証及び完了検査済証の番号 

キ 確認済証及び完了検査済証交付の年月日 

ク その他市長が特に必要と認めた事項 

２ 敷地の接道証明書の証明事項については，特定の敷地に対する接道に関する事項であ

って，次の各号に掲げるものとする。 

(1) 土地の位置 

(2)  道路の種別（法第４２条に基づく区分）及び幅員 

(3)  その他市長が特に必要と認めた事項 

（交付申請の場所，時間等） 

第４条 交付申請の場所，時間等については，施行細則第２９条（建築計画概要書等の閲
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覧場所等）の規定に準じ，次の各号の定めるところによる。 

(1) 場所は，建築指導課とする。 

(2) 交付申請場所の閉鎖日は，旭川市の休日を定める条例（平成 5年旭川市条例第 3号） 

第１条第１項各号に定める日とする。 

(3)  時間は，午前８時４５分から午後５時までとする。 

(4)  市長は，台帳，概要書等の整理その他必要があると認めるときは，前３号の規定に

かかわらず，交付申請場所を閉鎖し，又は交付申請時間を短縮することがある。この

場合において，市長は，その旨をあらかじめ交付申請場所に掲示するものとする。 

（証明書の交付申請） 

第５条 証明書の交付を受けようとする者は，物件特定に必要な情報を市長に提示の上，

建築物，建築設備又は工作物の確認台帳記載証明書においては確認台帳記載証明書交付

申請書（様式第１号）に必要事項を記入し，敷地の接道証明書おいては公図又は地籍測

量図を持参の上，敷地の接道証明書交付申請書（様式第２号）に必要事項を記入し，市

長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請があった場合，提示された情報を基に物件特定の検索を行い，建

築物においては確認台帳記載証明書（様式第３号）を，建築設備においては確認台帳記

載証明書（様式第３号の２）を，工作物においては確認台帳記載証明書（様式第３号の

３）を，敷地の接道証明においては敷地の接道証明書（様式第４号）を交付する。 

（証明書交付対象の除外） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する場合は，証明書の交付対象から除外する。 

(1) 物件特定に必要な情報が不足しており，台帳上物件を特定できない場合 

(2) 台帳に記載している内容が明らかに誤りであると判断した場合 

(3) 台帳に確認申請又は道路指定申請の記載はあるが，確認又は道路指定の処分の履歴

がない場合 

(4) その他市長が交付すべきでないと判断した場合 

（証明書の交付，手数料の納付） 

第７条 証明書の手数料は旭川市手数料条例（平成 12 年旭川市条例第 10 号）に定めると

ころによる。 

２ 証明書の交付を受ける者は，建築指導課での交付申請手続を経た後，市民課窓口にて

手数料の納付を行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，法第１２条第８項に規定する台帳に記載されてい

る事項に関する証明及び敷地が法第４２条に規定する道路（同条第１項第１号に該当す

る道路を除く。）に接している事項に関する証明事務に関し，必要な事項は市長が別に定

める。 
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附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 



（様式第３号）
　２枚様式

確 認 台 帳 記 載 証 明 書

第 号

次のとおり確認台帳に記載されている事項と相違ないことを証明します。

旭川市長　　西　川　将　人　　

１　建築物の概要

(1) 敷地の位置

(2) 主要用途

(3) 延べ面積（建築物全体）　ア　申請部分の面積 ㎡

イ 申請以外の部分の面積 ㎡

ウ 合計の面積 ㎡

(4) 工事種別

(5) 建築物の構造

(6) 建築物の階数　地階を除く階数（地上階数） 階

地階の階数 階

２　建　築　主

(1) 住　所

　　氏　名　　

(2) 住　所

　  氏　名　　

３　建築基準法令による確認処分等

　　別添　建築基準法令による確認処分等による　

#VALUE!

平成　  年　　月　　日
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（様式第３号）
　２枚様式

３　建築基準法令による確認処分等

【建築確認】

【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

（計画変更）

(1)【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

(2)【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

(3)【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

(4)【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

(5)【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

（構造計算適合性判定）

【ｱ 判定結果通知書番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

第 号

【中間検査】

(1)【ｱ 中間検査合格証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

(2)【ｱ 中間検査合格証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

(3)【ｱ 中間検査合格証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

【完了検査】

【ｱ 検査済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

【備考】

（注）この証明書は，建築物等に係る台帳に記載された事項を証明しているもので，
建築物等の現況について証明しているものではありません。
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（様式第３号）
　１枚様式

確 認 台 帳 記 載 証 明 書

第 号

次のとおり確認台帳に記載されている事項と相違ないことを証明します。

旭川市長　　西　川　将　人　　

１　建築物の概要

(1) 敷地の位置

(2) 主要用途

(3) 延べ面積（建築物全体）　ア　申請部分の面積 ㎡

イ 申請以外の部分の面積 ㎡

ウ 合計の面積 ㎡

(4) 工事種別

(5) 建築物の構造

(6) 建築物の階数　地階を除く階数（地上階数） 階

地階の階数 階

２　建　築　主

(1) 住　所

　　氏　名　　

３　建築基準法令による確認処分等

【建築確認】

【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

【完了検査】

【ｱ 検査済証番号】 【ｲ 交付年月日】

第 号

【備考】

平成　  年　　月　　日

#VALUE!

（注）この証明書は，建築物等に係る台帳に記載された事項を証明しているもので，
建築物等の現況について証明しているものではありません。
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（様式第３号の２）

確 認 台 帳 記 載 証 明 書

第 号

次のとおり確認台帳に記載されている事項と相違ないことを証明します。

旭川市長　　西　川　将　人　　

１　建築設備の概要

(1) 敷地の位置

(2) 種別
(3) 用途
(4) 積載荷重 kg
(5) 最大定員 人
(6) 定格速度 m/分
(7) その他必要な事項（　号機）

２　建築基準法令による確認処分等

(1) 建築確認

   【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】
　第 号

　 （計画変更）

   【ｱ 計画変更確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】
　第 号

(2) 完了検査

   【ｱ 検査済証番号】 【ｲ 交付年月日】
　第 号

【備考】

(8) 設置する建築物
又は工作物

（注）この証明書は，建築物等に係る台帳に記載された事項を証明しているもので，
建築物等の現況について証明しているものではありません。

平成　　年　　月　　日

8



（様式第３号の３）

確 認 台 帳 記 載 証 明 書

第 号

次のとおり確認台帳に記載されている事項と相違ないことを証明します。

旭川市長　　西　川　将　人　　

１　工作物の概要

(1) 敷地の位置

(2) 種別

(3) 高さ ｍ

(4) 構造

２　建築基準法令による確認処分等

(1) 建築確認

   【ｱ 確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】
　第 号

　 （計画変更）

   【ｱ 計画変更確認済証番号】 【ｲ 交付年月日】
　第 号

(2) 完了検査

   【ｱ 検査済証番号】 【ｲ 交付年月日】
　第 号

【備考】

平成　　年　　月　　日

(5) 工作物の名称
又は工事名

（注）この証明書は，建築物等に係る台帳に記載された事項を証明しているもので，
建築物等の現況について証明しているものではありません。
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（様式第４号） 

敷地の接道証明書 

第 号 

平成 年  月  日 

次の土地は，建築基準法第４２条に該当する道路に接していることを証明する。 

旭川市長 西 川 将 人 

１ 土地の位置 旭川市 

２ 道路の概要 建築基準法第 42条 の道路 

（ 図 添付） 

（備考） 

10



（様式第１号）①3件まで

年　　　月　　　日

（宛先）旭川市長

申請者　 氏名

住所

次の　【　建築物　・　建築設備　・　工作物　】　の確認台帳記載証明書について，交付申請します。　

申請　№１ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№２ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№３ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

○ 建築計画概要書等の閲覧の有無　　【　無　・　有　】

○ 有の場合は，【　全て　・　№１　・　№２　・　№３　】　（この申請とは別に，別様式による閲覧申込が必要になります。）　

（注）　※印の欄には，記入しないでください。

住民票等請求書・印鑑登録証明書交付申請書

旭川市 電話番号 全員のもの

350円 通 0円

一部のもの

ﾌﾘｶﾞﾅ 明・大・昭・平・西 350円 通 0円

除 票

350円 通 0円

　□　上に同じ 改 製 除 票

350円 通 0円

　旭川市 記載事項証明

350円 件 0円

　□　上に同じ
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ 枚 0円

件 0円

ﾌﾘｶﾞﾅ 350円 件 0円

400円 枚 0円

　１　本人又は同じ世帯の人

　２　国，地方公共団体等の職員

　３　その他 枚

⑤請求の理由（詳しく記入してください。） ※外国人の住民票記載
　提出先： □全部記載　　□全部省略

枚 　　　国籍・地域　　通称履歴

　利用目的等： 　　　第３０の４５に規定する区分

　　　カード番号　　　資格等

備考（委・登・戸・社・資料）

　住所：

　氏名：

※偽りその他不正の手段により交付を受けたときは，３０万円以下の罰金に処せられます（住民基本台帳法第４７条）。

※個人番号・住民票コードの記載が必要な方は，職員にお申出ください（本人以外の請求のときは記載できない場合があります。）。

氏名

番号

※証明が必要な方（①の来庁者と違うときは記入してください。）

※法人，弁護士等のときは，代表者印・職印も押印してください。

運　パ　在　個　住　職　身　免　（　　　　　）　，保　年　介　医　住（写無）　（　　　　　）　，社　学　（　　　　　）　　聴（　　　　　　　　　　　）　　面

印 鑑 登 録 証再 交付

　
　
　
住
民
票
の
と
き
記
入

③住民票に　□本籍を記載する　□続柄を記載する

④
証明が必要な方と
②の方との関係は

印
鑑
登
録
証
明

の

と

き

記

入

※印鑑登録証を提示してください

氏名

番号

氏

名

ほかに一部のものが必要なとき 印鑑登録証明

氏

名

（　　　＋　　　）　350円

他課証明

200 , 300 , 350円

不在住・その他

明・大・昭・平・西　　　　　　年　　　月　　　　日生氏

名

平成　　　年　　　月　　　日

※
太
枠
の
中
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

①
窓口に
来られた
あなたの
(来庁者）

住所

住民票氏名
　　　年　　　月　　　日生

②
どなたの
証明が必
要ですか
（請求対象）

住

所

確認台帳記載証明書交付申請書　　

　確認台帳記載証明書の交付申請に併せて建築計画概要書等の閲覧を希望する場合は，次に掲げる記載欄に記
入してください。【　　】欄内については，任意に○で選択してください。

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

（宛先）旭川市長 (必・世・代）

受付 受付 

 

  料金合計               0円 
 

受付 受付 

 

  料金合計               0円 
 

建築指導課 

   確認台帳記載証明書   ３５０円 

   敷地の接道証明          ２００円 

 
係
長
 

 
係 

※ 参 考 掲 載 
（注意） 
「住民票等請求書・印鑑登録証明書交付申請書」は，
請求時に記載が必要なので掲載してますが， 
実際に窓口で配られる様式は，名称，記載様式が
異なる場合があります 



（様式第１号）②10件まで

年　　　月　　　日

（宛先）旭川市長

申請者　 氏名

住所

次の　【　建築物　・　建築設備　・　工作物　】　の確認台帳記載証明書について，交付申請します。　

申請　№１ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№２ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№３ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№４ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№５ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№６ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№７ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№８ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№９ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

申請　№１０ 建築主等の住所及び氏名：

№ 建築物等の場所（地名地番）：

※ 確認年月日及び番号：

○ 建築計画概要書等の閲覧の有無　　【　無　・　有　】

○ 有の場合は，【　全て　・　№　　・　№　　～　№　　】　（この申請とは別に，別様式による閲覧申込が必要になります。）　

（注）　※印の欄には，記入しないでください。

確認台帳記載証明書交付申請書　　

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

　確認台帳記載証明書の交付申請に併せて建築計画概要書等の閲覧を希望する場合は，次に掲げる記載欄に記
入してください。【　　】欄内については，任意に○で選択するか番号を記載してください。

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係



（様式第２号）

平成 年　　　月　　　日

（宛先）旭川市長

申請者　 氏名

住所

TEL　（　　　　　　　　　）　　　　　　　－

次の土地の前面道路に係る敷地の接道証明について，交付申請します。　

申請　№１ 土地の住所：（地名地番まで）

№ 　　旭川市

※道路の種別：　建築基準法第４２条 の道路

※指定年月日：　昭和　・　平成　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

※ ※指 定 番 号：　第 号

申請　№２ 土地の住所：（地名地番まで）

№ 　　旭川市

※道路の種別：　建築基準法第４２条 の道路

※指定年月日：　昭和　・　平成　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

※ ※指 定 番 号：　第 号

○ 証明書交付の目的

【　　不動産売買　・　不動産調査（　鑑定　・　測量等）　・　設計　・　施工　・　その他　（　 　）】

（注）　※印の欄には，記入しないでください。

住民票等請求書・印鑑登録証明書交付申請書

旭川市 電話番号 全員のもの

350円 通 0円

一部のもの

ﾌﾘｶﾞﾅ 明・大・昭・平・西 350円 通 0円

除 票

350円 通 0円

　□　上に同じ 改 製 除 票

350円 通 0円

　旭川市 記載事項証明

350円 件 0円

　□　上に同じ
ﾌﾘｶﾞﾅ ﾌﾘｶﾞﾅ 枚 0円

件 0円

ﾌﾘｶﾞﾅ 350円 件 0円

400円 枚 0円

　１　本人又は同じ世帯の人

　２　国，地方公共団体等の職員

　３　その他 枚

⑤請求の理由（詳しく記入してください。） ※外国人の住民票記載
　提出先： □全部記載　　□全部省略

枚 　　　国籍・地域　　通称履歴

　利用目的等： 　　　第３０の４５に規定する区分

　　　カード番号　　　資格等

備考（委・登・戸・社・資料）

　住所：

　氏名：

※偽りその他不正の手段により交付を受けたときは，３０万円以下の罰金に処せられます（住民基本台帳法第４７条）。

※個人番号・住民票コードの記載が必要な方は，職員にお申出ください（本人以外の請求のときは記載できない場合があります。）。

※法人，弁護士等のときは，代表者印・職印も押印してください。

運　パ　在　個　住　職　身　免　（　　　　　）　，保　年　介　医　住（写無）　（　　　　　）　，社　学　（　　　　　）　　聴（　　　　　　　　　　　）　　面

氏名

番号

　
　
　
住
民
票
の
と
き
記
入

※印鑑登録証を提示してください

番号

③住民票に　□本籍を記載する　□続柄を記載する

④
証明が必要な方と
②の方との関係は

印
鑑
登
録
証
明

の

と

き

記

入

※証明が必要な方（①の来庁者と違うときは記入してください。）

　　　年　　　月　　　日生

不在住・その他

明・大・昭・平・西　　　　　　年　　　月　　　　日生氏

名

印 鑑 登 録 証再 交付

氏名

氏

名

ほかに一部のものが必要なとき

氏

名

平成　　　年　　　月　　　日

氏名

※
太
枠
の
中
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

印鑑登録証明

（　　　＋　　　）　350円

他課証明

200 , 300 , 350円

①
窓口に
来られた
あなたの
(来庁者）

住所

住民票

②
どなたの
証明が必
要ですか
（請求対象）

住

所

敷地の接道証明書交付申請書　　

決裁欄　※
係長　　　　　係

決裁欄　※
係長　　　　　係

（宛先）旭川市長 (必・世・代）

受付 受付 

 

  料金合計               0円 
 

受付 受付 

 

  料金合計               0円 
 

建築指導課 

   確認台帳記載証明書   ３５０円 

   敷地の接道証明          ２００円 

 
係
長
 

 
係 

※ 参 考 掲 載 
（注意） 
「住民票等請求書・印鑑登録証明書交付申請書」は，
請求時に記載が必要なので掲載してますが， 
実際に窓口で配られる様式は，名称，記載様式が
異なる場合があります 
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